
１. 災害発生状況

本災害は，道路下に下水管を埋設した後，同道

路に沿って設置されていたコンクリート製側溝の

撤去工事中，コンクリート製側溝が倒壊したもの

である。

災害発生場所では，高さ約１m，厚さ約30cm

のコンクリート製側溝が設けられていたが，前日

までの作業で，このコンクリート製側溝に沿って

ドラグ・ショベルにより幅約２m，長さ４m の

区間について深さ約２m 掘削するとともに，コ

ンクリート製側溝を撤去しやすいように約１m

の長さで切断していた。このため，倒壊したコン

クリート製側溝は，その前後の側溝と構造的に独

立していた。

災害発生当日，被災者たちは，朝から，土止め

支保工を設置する等土砂崩壊やコンクリート製側

溝の落下を防止する対策を何ら講じられることな

く，前日までに掘削した溝に入り，下水管を所定

の位置に埋設するため，敷設する掘削面を整地し，

引き続き，所定の位置に下水管（直径約20cm）

を敷設した。下水管の敷設を終了した後，被災者

らはドラグ・シャベルにて土砂の埋戻し作業を開

始した。

この作業中，埋め戻した土の状態を確認するた

めに，被災者が当該掘削箇所に下りたところ，突

然，コンクリート製側溝が倒壊し，被災者はコン

クリート製側溝と埋め戻し面との間に挟まれた。

なお，作業の開始に当たっては，土止め支保工

災 害 事 例

― ―72

コンクリート擁壁の倒壊

業 種：土木工事業
被 災：死亡１名 厚生労働省安全課



の設置に適切な指示が与えられておらず，また，

当該作業を行うに当たって，土止め支保工作業主

任者が選任していなかったものである。

２. 災害発生原因

この災害の発生原因として，次のことが挙げら

れる。

⑴ 土止め支保工を設置する等土砂崩壊や埋設物

の落下等による危険を防止するための措置を講

じず作業を実施したこと。

⑵ 作業箇所の埋設物等の状況等を十分に把握し

た上で，適切に掘削の順序を定めて，作業を行

わなかったこと。

３. 再発防止対策

同種災害の防止対策として，次のことが挙げら

れる。

⑴ 掘削作業を行うに当たっては，作業箇所の埋

設物等の状況等を十分に把握した上で，適切に

掘削の順序を定めて，作業を行うこと。

⑵ コンクリート擁壁等構造物に近接する箇所で，

明かり掘削の作業を行う場合において，構造物

の倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあ

るときは，倒壊を防止するため土止め支保工の

設置等による危険を防ぐための措置を施すこと。

⑶ この場合，土止め支保工の切りばりの取付等

の作業については，土止め支保工作業主任者を

選任し，予め作成した組立図により組み立てる

こと。

圧気工法（ニューマチックケーソン工法）によ

る橋梁の下部工事において，高圧室内作業に従事

していた労働者が軽い減圧症となり再圧治療で回

復したものの，その後再び高圧室内作業に従事し

たところ，再び減圧症となり，その再圧治療のた

めに３日間休業したものである。

１. 災害発生状況

本災害は，河川に掛かる道路橋の橋脚下部工事

現場で発生した。

この現場では，ニューマチックケーソンによる

潜函工法により，橋脚の基礎部分を設置する工事

を行っていた。

作業の概要は，容積約270立法メートルの作業

室の内部にケーソンショベルとミニバックフォー

を設置して沈下掘削するもので，附属設備として

気閘室，シャフト，送気・排気管，再圧室等が備

えられていた。

なお，作業室の最大深さでの気圧は0.3メガパ

スカル未満である。

この現場では，高圧室内作業に就く者は３交代

制勤務となっており，通常の勤務体制は，１勤務

として加圧時間と高圧室内作業時間の合計６時間

に気閘室での減圧時間２時間を加えた８時間を基

本としていた。

被災者は，二次下請事業所の高圧室内作業員で

あり，過去に高気圧室内作業に従事したことはな

く，現場入場の初日に高圧室内作業に係る特別教

育を受け，現場２日目には高気圧業務特殊健康診

断を受け，異常なしとの診断結果であったため，

現場３日目から高圧作業室内での作業に従事して

いた。
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高圧室内作業に従事して２日目（現場入場４日

目），被災者は午後４時から0.24メガパスカルに

加圧された作業室内でケーソンショベルの運転を

行い，予定の作業を４時間で終え，気閘室での２

時間程の減圧の後に午後10時過ぎに気閘室の外に

出て，直ちに歩いて宿舎に戻った。

宿舎に戻った際，体に違和感があり，肩の一部

にチクチクするような弱い痛みを感じたものの，

風呂に入ったところ痛みが消えたため，そのまま

就寝した。

ところが，午前２時頃になって再び痛みが現れ，

肩や股関節が痛んで寝られない状態となったため，

高気圧室内作業主任者である職長の操作する再圧

室で救急再圧を受けることとなった。

このときの被災者の症状は痛みだけであり，手

指のしびれ等の他症状はなかった。被災者は，再

圧室で，作業時の圧力まで加圧を受けたところ，

痛みが消えたため，再圧室を一旦出たが，しばら

くして再び痛みが生じた。

そのため，元請事業所の担当者が減圧症の専門

医に連絡して対応の指導受け，その指導に従って

再度，職長の操作の下，加圧室内で救急再圧を受

けたところ，自覚症状は完全に消えた。

その翌日（現場入場６日目），被災者は，事業

主の指示により現場近くの医療機関に行き，その

医療機関の医師に今後の就労の可否について判断

を求めたところ， 明日から作業可 との診断意

見であったため，その日は作業室外で現場待機し

ていた。

現場入場７日目，被災者は高気圧室内での作業

（圧力0.26メガパスカル）に３時間半従事した後

に気閘室で２時間半かけて減圧し，宿舎に帰った

が，その日は特に体調に異常はなかった。

翌日（現場入場８日目）も同様に高圧室内での

作業（圧力0.26メガパスカル）に３時間半従事し

た後に気閘室での減圧を２時間半受け，気閘室か

ら外に出た。

その１時間後，膝に痛みを感じだし，次第にそ

の痛みが強くなったため，減圧症が再発したもの

と判断され，再圧室で再圧を受けることとなった。

被災者の痛みは，その日の高圧作業室内での作

業時の圧力の３分の１程度まで加圧したところで

消えたが，元請事業場の判断により，前回の救急

再圧の際に指示を受けた専門医に連絡して，その

医師の指示のもとに作業圧力程度まで加圧した状

態で約半日間の再圧を受けた。

しかしながら，被災者は，再圧室から出ると，

再び間もなくして膝に痛みを感じたため，再度，

再圧室で約半日間の再圧を受けることになった。

２度目の再圧の後，被災者は，外に出てしばら

くしてから再び膝に痛みを感じ出したことから，

３度目の再圧を受けることとなり，併せて減圧症

治療の専門医師のいる病院に搬送する手配が行わ

れた。

３度目の再圧により被災者の症状は収まってい

たが，病院に入院して減圧症治療の専門医師によ

る治療を受けることで完治した。
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なお，この現場では，高気圧作業安全衛生規則

に規定される高圧下の時間及び減圧時間について

は遵守されており，また，この現場で被災者と同

様の作業に就いていた他の者について，減圧症等

の高気圧障害が発生した者はいなかった。

２. 災害発生原因

⑴ 減圧症を発症した際に救急再圧を指導した減

圧症の専門医師による直接の診察を受けさせな

いまま，別の現場近くの医療機関の医師に以後

の就労の可否等を相談し，高圧室内業務を続け

たこと。

⑵ 高気圧作業安全衛生規則では，減圧が終了し

て気閘室から外に出た場合，さらに，一定時間

は重激な業務に従事してはいけない 業務終了

後ガス圧減少時間 が規定されているが，この

現場では，高圧室内作業に従事した労働者が気

閘室を出てから次の仕事がない場合には， 業

務終了後ガス圧減少時間 の過ごし方を各労働

者に任せていたため，被災者は，この時間の意

味を理解しないまま，減圧終了後，直ちに現場

から宿舎まで移動していること。

⑶ 被災者が高圧室内業務の経験が無い状態であ

ったのに，初回から比較的高い圧力下での作業

に就いたため，被災者の体が高気圧環境に順応

できなかったこと。

３. 再発防止対策

⑴ 減圧症等の高気圧障害が発生した場合には，

早期に専門医師に連絡し，作業状況や高気圧障

害の症状等の情報を提示の上，必要な治療やそ

の後の就労の可否についての指示を受けること。

⑵ 減圧が終了した後の 業務終了後ガス圧減少

時間 内には，労働者に負荷のかからないよう

安静にさせる等するとともに，労働者にはこの

時間の重要性を理解させること。

⑶ 高圧室内業務の経験が無い者を高圧室内業務

に就かせる場合には，高気圧環境への順応等を

確認し，いきなり高い圧力下の作業に就かせな

いよう配慮すること。

退 会 者 名 簿
（平成15年１月１日現在）

受付
番号

受 理
年月日 都道府県 氏 名 理由

83 14.10.19 神奈川県 金 本 恒 死亡

84 21 香 川 県 妹 尾 利 夫 死亡

85 11. 7 静 岡 県 月 岡 幸 雄 死亡

86 21 福 岡 県 元 田 紀 雄 死亡

87 〃 宮 城 県 平 澤 善 久 健康上

88 12. 1 愛 知 県 鶴 田 尚 孝 高齢

89 12 神奈川県 吉 田 三 知 死亡

90 26 山 口 県 藤 原 敏 典 自己都合

入 会 者 名 簿
（平成15年１月１日現在）

受付
番号

受 理
年月日 都道府県 氏 名 種別

153 14.10. 1 宮 城 県 樋 渡 奈 奈 子 衛生

154 〃 徳 島 県 清 水 系 次 朗 安全

155 21 広 島 県 尾野本 悟 安全

156 28 大 阪 府 谷 藤 清 順 安全

157 29 大 阪 府 谷 口 恒 夫 衛生

158 31 福 岡 県 中 原 恵 典 安全

159 11. 6 愛 知 県 寺 田 勉 衛生

160 8 静 岡 県 森 永 二 男 安全

161 10.31 長 野 県 宮 下 清 人 安全

162 11.06 茨 城 県 玉 津 寿 之 安全

163 8 奈 良 県 小 中 晴 雄 衛生

164 15. 1. 1 三 重 県 尾 辻 典 子 衛生

165 〃 大 阪 府 中 西 司 安全
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